
　毎年約600件の医療費返還請求があります。特に被扶養者の収入超過などにより、遡及して資格喪失を
したケースが多くを占めています。中には100万円を超えるような高額な
返還金の事例もあります。（資格喪失要件については、P11をご参照ください。）

　第1回公立学校共済組合東京支部運営審議会が開催され、以下のことが審議、承認されました。

医療費の返還について

支部運営審議会の報告

医療費の返還請求が増えています！

令和元年度第1回公立学校共済組合
東京支部運営審議会が開催されました

問合せ先

問合せ先

給付貸付課短期給付担当

福利厚生課管理担当

☎03-5320-6827

☎03-5320-6812

▲

窓口で支払をしているのに、なぜ医療費返還請求がされるの？

▲

具体的にはどのように返還請求がされるの？

▲

支払った後、どんな手続が必要なの？

　医療機関でかかった医療費の総額が1万円だった場合、窓口負担額(3割)は3千円、公立共済負担額(7割)は7千円と
なるため、7千円を返還していただきます。病気・ケガの種類、受診回数、被扶養者数によっては、医療費の総額が高額と
なり、公立共済への返還金額も高額になることもあります。

　医療費の返還が発生した場合、保険証の回収日から６か月後（目安）に、その旨
公立共済から所属所を通じて組合員宛て通知します。

　公立共済へ医療費を返還した後、その期間に加入している保険者へ療養費などの請求を行ってください。なお、保険者
によって２年程度の請求時効を設けているため、早めの請求手続が必要です。

● 開 催 日 令和元年7月1日（月）
● 審議事項 平成30年度公立学校共済組合東京支部決算（業務・保健・貸付各経理）

※平成30年度公立学校共済組合東京支部の監査報告を含む。

● 報告事項（1）所属所訪問型特定保健指導の実施状況について
（2）�福利厚生サービス提供事業の実施状況について
（3）�個人番号（マイナンバー）を利用した長期給付関係の情報連携について

承認された審議事項の詳細については、
P12、13「平成30年度決算のあらまし」
をご覧ください。

支部運営審議会とは？
　支部運営審議会とは、支部の所掌する事務に関する重要事項を審議する場です。
　公立学校共済組合運営規則では、支部の所掌事務のうち、①毎事業年度の事業計
画並びに予算及び決算、②重要な財産の処分及び重大な債務の負担、③福祉事業に
関する細則の作成及び変更は、支部運営審議会の議を経なければならないとされて
います。これらの事項以外にも、支部長の諮問に応じて、所掌事務に関する重要事項
を調査審議したり、必要な事項について支部長に建議することができます。

しばらくしてから

通知が

あるんだね！

え！こんな高額な

ケースもあるの？
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